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１．採択後の手続きフロー全体像

①交付申請・交付決定
採択の内示（採択通知）を受けた事業者は、事務局に対して交付申請書を提出してください。
ご提出いただいた交付申請書等の書類を事務局にて審査のうえ、交付決定通知書を発行します。
原則、交付決定を受けた後に事業着手(発注)をしてください。
各種資料は、専用Webシステム(マイページ)よりご提出ください。

②事業実施・進捗報告
事業着手後、進捗状況（設備の導入や産地支援・産地連携の推進状況等）の報告をお願いします。
報告の時期や報告資料については、事務局から都度アナウンスいたします。
進捗報告用の資料のやり取りは専用Webシステム(マイページ) で実施いたします。

③実績報告書・証憑提出
事業が完了したら、所定の様式と事業の実施を証明する諸資料をご提出ください。
事業完了後、1ヶ月を経過した日または令和8年2月12日(木)までのいずれか早い日までに提出する必要があります。

④証憑確認・完了検査
事務局側で提出物のチェックと完了検査を実施します。完了検査を通過すると、事務局から補助金額確定通知書を
発行します。

⑤補助金支払
補助金額確定通知書の発行後、1ヶ月程度を目安に補助金をお支払いいたします。

採択決定 事業実施・
進捗報告 事業完了 実績報告書

証憑提出
証憑確認
完了検査 補助金支払交付申請・

交付決定

① ② ③ ④ ⑤
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【採択通知メールの添付書類】：
①採択決定通知書
②補助対象経費評価表
③提出書類修正等のご案内（「コメントシート」）
④マイページの使用方法について

２．採択結果送付資料の説明
• 採択通知のメールに添付されている諸資料をご確認のうえ、交付申請に向けた準備の推進をお願いします。

①採択決定通知書
本事業において「補助対象事業者」として採択を決定したことを通知するもので、補助事業に要する経費及び

補助金の額の上限が記載されています。
採択決定通知日以前に行われた契約（発注）等については、いかなる場合であっても補助対象として認めら

れません。

②補助対象経費評価表
交付時に提出いただいた「別記様式第２号別添２_事業費一覧表」と見積書等の資料をもとに、本事業の

補助対象経費をまとめたものです。内容をよく確認いただき、 「別記様式第2号別添２事業費一覧表」の修正・
再提出をお願いいたします。※対象外経費が含まれている場合は赤字で記載があります。

③提出書類修正等のご案内（「コメントシート」）
交付時に提出いただいた様式・資料の中で、修正が必要な部分についてコメントしています。
内容を確認のうえ、指摘箇所の修正や追記をして必要に応じ書類の再提出をお願いいたします。
また「別記様式第３号_補助金交付申請書」について、記載上の注意を掲載しています。
※書類の提出は次項で説明するWEBシステム（マイページ）で行います。
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２．採択結果送付資料の説明
④マイページの使用方法について

本事業では採択事業者専用のWEBシステム（マイページ）を用いて各種資料の受け渡しをおこないます。
事務局の連絡専用メールアドレス（no-reply@jmac-foods.jp）よりマイページのパスワード設定メールをお送
りしますので、メールを受領したらお早めにご確認ください
（迷惑メールに振り分けられている可能性もございますので、メーラーの設定にご注意ください）。

パスワード設定後、マイページには以下からログインしてください。
https://ing-r6.jmac-foods.jp/user/4/login

パスワードの設定方法、システムの利用方法については
「５．マイページの操作方法と資料の受け渡し方法」をご確認ください。

https://ing-r6.jmac-foods.jp/user/4/login
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３．交付申請の提出期限と必要書類
【交付申請の期限】

• 交付決定の期限は以下のとおり、採択通知発出の日から 30 日です。

• 書類提出から交付決定までは審査の期間が必要ですので、余裕を持って準備、提出をお願いいたします。

実施規程 第８ 事業計画書の（変更又は中止若しくは廃止）承認等
（３）交付決定
…事務局は、交付申請書の提出遅延等採択通知発出の日から 30 日までに交付決定に至らない事業実施候補者に対して期限を定
めて交付決定に至るよう促すものとする。その期限までに交付決定に至らない事業実施候補者については、採択を辞退したものと見なし、
その旨通知するものとする。

(実施規程より抜粋)

【修正資料の再提出期限】

• また、今後書類の提出期限は、事務局の依頼から３営業日までとさせていただきます。
（設備メーカーや外部協力者に資料を依頼する必要があり、3営業日以内の入力が難しい場合は、目安となる再提出
期限を事務局にお伝えの上、再提出期限の延長についてご相談ください）

• 依頼から5営業日以上、提出についての見通しをご連絡いただけない場合は担当者様にお電話させていただきます。
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３．交付申請の提出期限と必要書類

【交付申請に必要な書類】：
①応募時に提出した書類を再提出するもの(修正指示が有った場合のみ)

・別記様式第２号_課題提案書
・別記様式第２号_別添１_事業計画書
・別記様式第２号_別添２・３・４事業費一覧_成果目標

②新たに提出するもの
②-1 全事業者必須
・別記様式第３号_補助金交付申請書
・別記様式第３号_別紙_別紙環境負荷低減のチェックシート

②-2 該当する場合のみ提出
・別記様式第４号_補助金交付決定前着手届出
・別記様式第５号_交付申請取下書

②-3 補助対象経費の申請について必要となる証憑類のうち交付申請時に提出いただきたいもの
・産地連携に関する覚書・契約書、または議事録等
・見積書（必要に応じ相見積もり、選定理由書）
・機械、設備、システム等の仕様書、設置前の写真
・事業計画書「事業の委託」欄に記載の委託先がある場合「委託契約書」

申請に必要な様式は補助対象事業者向けホームページからダウンロードしてください。
https://jmac-foods.com/adopted/2470/

• 事務局は交付申請書類（再提出する書類＆新たに提出する書類）を審査のうえ、交付決定通知書を発行する。
• 原則、採択された事業の着手（契約、発注、購入等）は、交付決定通知を受けた後におこなってください。

https://jmac-foods.com/adopted/2470/
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３．交付申請の提出期限と必要書類
①応募時に提出した書類を再提出するもの

補助対象経費評価表やコメントシートを確認のうえ、適宜修正して再提出をお願いいたします。
※全く修正がないものは再提出不要です。

②新たに提出するもの
②-1 全事業者必須
◆別記様式第３号_補助金交付申請書
コメントシートにある記載上の注意を確認のうえ作成し、必ず提出してください。

◆別記様式第３号_別紙_環境負荷低減のチェックシート
環境負荷低減のクロスコンプライアンス（みどりチェック）とは、農林水産省の各種補助事業等において持続可能な食

料システムの構築に向けた環境にやさしい農林漁業のために必要な最低限の取組を要件化するものです。
『環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説書 食品関連事業者編 Ver.2.1』を参照して記入のうえ、必
ず提出してください。

【参照】 https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/attach/pdf/kurokon-53.pdf

②-2 該当する場合のみ提出
◆別記様式第４号_補助金交付決定前着手届出
補助金の交付決定前であっても、やむを得ない事情により事業を実施する必要がある場合は、提出のうえ承認を受け

てください。承認を受けた場合に限り、採択決定通知日から交付決定日までに行われた契約（発注）に係る経費も補
助の対象となります。なお、採択決定日以前に行われた契約（発注）等については、いかなる場合であっても補助対象
として認められませんので、ご注意ください。
※「交付決定前着手届出」を事務局に提出しても、内容の不整合や根拠資料の不足などにより承認されない場合があります（詳細は『実
施規定 第8 （４）事業の着手』をご確認ください）。

◆別記様式第５号_交付申請取下書
交付申請を取り下げようとするときは、採択通知を受けた日から20日以内にその旨を記載して提出してください。
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３．交付申請の提出期限と必要書類
②-3 補助対象経費の申請について必要となる証憑類のうち交付申請時に提出いただきたいもの

※提出証憑あとのコードの説明、注意事項は次ページをご確認ください

◆産地連携に関する覚書・契約書、または議事録等 入手済みの場合
本事業の条件である「産地と連携した国産原材料調達計画を策定することを証明するもの」の証跡であること。

◆見積書（必要に応じ相見積もり、選定理由書）必須
各費目の明細があるもの。すでに提出済みの場合も、コメントシートで諸費用など内容の詳細提出を求められている場合は必ず提出してく

ださい。明細が提出できない場合は、当該の費用は対象外となる可能性があります。
相見積もりは50万円以上の費用に関して提出必須です。
選定理由書は見積書が1社のみの場合、または、相見積もりがあるが最安の事業者を選んでいない場合に提出必須です。

◆機械、設備、システム等の仕様書、設置前の写真 必須
仕様書：製造元がわかること、サイズや性能などのキャパシティがわかること。(複数機器の仕様が記載されているものは囲んだりハイライトを

してどれか判別できるようにしてください）
設置前の写真：設置予定の場所で設置後と同じ画角で撮影した写真（撤去前の設備が写っていてもよい）

x

a,b,c

aa,ab ga,gb
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３．交付申請の提出期限と必要書類

採番方法は、「対象経費のNo.」と「各証憑コードの小文字アルファ
ベット」を組み合わせてください。下記、例の通り入力をお願いします。
複数ある場合は枝番をつけてください。

＜採番例：No.1の経費における、見積書、相見積もりの場合＞
【1a】（1=証憑ナンバー a=見積書）
【1b-1】 【1b-2】 （1=証憑ナンバー b-1,b-2=相見積もり）

【証憑の提出について】 ※「精算の手引き」p.16～18参照
補助対象経費の申請では計上する全ての補助対象経費について、支払先との取引を証明する証憑一式の提出が必要です。

実績報告時には対象となる費目とその証憑を一覧化して管理するため、支払経費一覧表へ記入し、証憑と共にご提出いただきます。

交付申請時は、交付決定審査のスムーズで迅速な遂行のため前ページに記載の証憑の提出をお願いしています。

実績報告時には、提出いただくすべての証憑に、番号の記入が必要です（ 「精算の手引き」より）。
支払経費一覧表は、実績報告時の提出ですが、円滑な経費申請準備のためにも交付申請時点から活用していただくことを推奨します。
内容(支払先)ごとに採番し、交付申請時から、提出する証憑に番号を記入いただけますと幸いです。

【交付申請時点の支払経費一覧表の例】

【番号を記入した証憑の例】 提出証憑（各証憑のコピー等）に、同
じ番号を分かりやすい位置に記入してく
ださい。（資料1枚目など）
番号の記入は、手書き・打込み いず
れも可です。

「精算の手引き」「支払経費一覧法」
ダウンロードURL：https://jmac-foods.com/adopted/2470/

産地連携に関する覚書・契約書、また
は議事録等は「ｘ」（x-1,x-2)です。

https://jmac-foods.com/adopted/2470/
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４．交付申請に向けた資料修正の方法

①コメントシートや補助対象経費評価表の内容を確認して該当箇所を修正する

例
赤字で記載とある書類は修正前
部分を取り消し線にし、その下に
正しい内容を赤字で記入

Excelの書類は該当箇所を修
正、削除、追記が発生するた
め、取り消し線や修正箇所の
赤字での記入は不要。正しい
内容のファイルを作成

産地連
携推進
緊急対
策事業
事務局
（JMAC）

事業実
施者

採択通知を
発行

提出依頼
修正連絡

交付申請書類
審査が完了

提出書類確認
・要件確認
・過不足確認
・整合確認

修正資料
オンライン提出

記載修正
不足資料準備

交付決定通知受領
事業着手

マイページに提出・掲示

※1 対象外経費等により申請額より減額して交付決定する場合があります。

交付決定審査
様式資料・経費証憑チェック

交付決定通知を
発行 ※1

交付申請に向けた
書類作成

経費証憑の収集

・採択決定通知書
・補助対象経費評価表
・コメントシート
・マイページの使用方法
について

オンライン提出
① ②

交付申請に係る資料の作
成・修正については、大きくは
以下の手順で進めていただき
ます。

コメントシートや補助
対象経費評価表の内
容を確認して該当箇
所を修正する

事務局から書類内に修
正指示があるので、内
容を確認して該当箇所
を修正する

①

②

①
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４．交付申請に向けた資料修正の方法

◆赤字で記載とある書類

記入漏れは該当箇所を赤字で記入

修正前部分は取り消し線にし、その下に修正後の内容を赤字で記入

①コメントシートや補助対象経費評価表の内容を確認して該当箇所を修正する①
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４．交付申請に向けた資料修正の方法

◆Excelの書類

取り消し線や修正箇所の赤字での記入は不要。正しく修正したファイルを作成

修正が完了したら、修正済みのファイルと新たに作成した別記様式第３号など提出
が必要なファイルをすべてまとめて、マイページに提出する。

【修正前】

【修正後】

対象外経費は○をつけない

既設撤去工事費の内容がわ
かる明細を提出、その金額を
記載し、対象外とする

①コメントシートや補助対象経費評価表の内容を確認して該当箇所を修正する①
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４．交付申請に向けた資料修正の方法
②事務局から書類内に修正指示があるので、内容を確認して該当箇所を修正する

例 事務局からの修正指示を確認

不足していた部分には赤字で入力。
前の内容を修正する場合は、もとの
部分を取り消し線にし、その下に赤
字で正しい内容を入力する。
（不要部分を削除するときは取り消
し線のみ。）

＋コメントに返信する
＋指示内容に不明点がある場合は
コールセンターに連絡して確認

修正が完了したらコメントが見
える状態で保存し、マイページ
に提出してください

②
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５．マイページの操作方法と資料の受け渡し方法
事務局との各種資料の受け渡しは、基本的に専用のWEBシステム「マイページ」によっておこないます。
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５．マイページの操作方法と資料の受け渡し方法



17©2025 JMA Consultants Inc.

５．マイページの操作方法と資料の受け渡し方法
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５．マイページの操作方法と資料の受け渡し方法
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５．マイページの操作方法と資料の受け渡し方法
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５．マイページの操作方法と資料の受け渡し方法
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６．実績報告に向けた事前準備資料

実績報告に向けた説明資料
【必読】精算の手引き
・旅費支給に関する基準
・謝金支給に関する基準

実績報告に向けて、提出すべき資料の準備と整理、実績報告書や実施結果レポート等の作成をお願いいたします。
以下の資料をよく確認いただき、計画的な事業の推進と期限までの報告完了にむけて適宜ご準備ください。

【実績報告に必要な書類】

①交付申請時に提出したものに実績を追記して再提出するもの
・別記様式第２号_別添２・３・４事業費一覧_成果目標

②申請に必要な様式(フォーマット)をダウンロードして提出するもの
②-1 全事業者必須
・別記様式第９号_実績報告書
・別記様式第９号_別添１(実施結果レポート)
・別記様式第12号_財産管理台帳
・支払経費一覧表

※「精算の手引き」を参考に報告必要事項の記載漏れや証憑の提出漏れがないよう、準備を進めてください。
別記様式第９号_別添１(実施結果レポート)は、内容の詳細なまとめ方について【記載ガイド】を準備中です。
こちらも必ず目を通していただいたうえで作成ください。

※報告に必要な資料、様式は補助対象事業者向けホームページからダウンロードしてください。
https://jmac-foods.com/adopted/2470/

https://jmac-foods.com/adopted/2470/
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６．実績報告に向けた事前準備資料
②-2 該当する場合のみ提出
・別記様式第７号_計画変更等承認申請書※

・別記様式第８号_遅延届出書※

・別記様式第10号_消費税仕入控除税額報告書
・別記様式第11号_収益状況報告書
・旅費支給に関する基準_旅費一覧 (補助対象経費に旅費が含まれている場合に提出必須)
・包装資材費確認シート (補助対象経費に包装資材費が含まれている場合に提出必須)

※様式第7号、第8号は、事業の変更や遅延が発生することがわかり次第、すみやかに事務局へ相談のうえ提出く
ださい。
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７．質疑応答

●ご質問・ご意見はチャットでお願いします
●説明会終了後にご質問がある場合は、

公募受付サイトにある【お問い合わせ】よりご連絡ください。

公募受付サイト

ページ下部

以下リンクにアクセス、
または「JMAC 産地連携」で検索ください

https://jmac-foods.com/genzairyou/r6/
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